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「建築環境のユニバーサルデザイン」 

松田 雄二（東京大学工学系研究科） 

 

 

 

1.ユニバーサルデザインと建築 

 日本では、既存の建築物からバリアを取り除く「バ

リアフリー」という言葉や考え方が広く普及してい

るのはご存じかと思います（Slide 1）。一方で、それ

で良いのかとおっしゃる方もいます。 

 

 代表的な方としては、東洋大学で建築を教えてい

らっしゃった川内美彦先生がいます（Slide 2）。ご自

身が車椅子ユーザーの川内先生はこんなことを述べ

ています。「バリアフリーは障害のある人が社会に参

加する機会を増やしてくれました。しかし、それに

よって実現したのは、他の大多数の人には大して恩

恵をもたらさない『あの人たち』のためのものであ

り、そのために周りから珍しそうにジロジロと見ら

れ、多くの場面で係員の助けがなければ何もできな

いような仕組みでした」。これはどういうことでしょ

うか。 

 

 私が以前勤めていた大学では、点字ブロックと呼

ばれる視覚障害者を誘導するための設備の上にまた

がるように、車と人が接触しないようにする設備が

設置されていました（Slide 3）。こういうことが起こ

ってしまうのが、川内先生がおっしゃることのひと

つの意味なのではないかと思います。問題は、バリ

アフリーの捉え方なのではないかと思うのです。既

存の環境からバリアを取り除くことだけを考えてい

ると、そもそもなぜバリアが発生してしまうのかと

いうところに考えが及びませんし、そのために一体

何をしているのかということもあまり考えずに、物

を作る側が設計してしまうということが起こってし

まうのではないでしょうか。 
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 駅のプラットホームでも、車椅子用の呼び出しボ

タンがあり、それが柵でロックされていることもあ

りました（Slide 4）。バリアフリーというものが事後

的で付加的なものである限り、それを必要としない

人にとっては全く関係ないものであり続けて、人ご

とになってしまうのだと考えています。 

 

 このような状況を打開すべく考え出されたのがユ

ニバーサルデザインの概念だと思います（Slide 5）。

ユニバーサルデザインの定義は、出典や翻訳によっ

て微妙に異なるのですが、ここでは先ほどの川内先

生の定義をご紹介すると、「すべての人々に対し、そ

の年齢や能力の違いにかかわらず、（大きな）改造を

することなく、また特殊なものでもなく、可能な限

り最大限に使いやすい製品や環境のデザイン」のこ

とです。着目すべきは、対象が全ての能力や年齢の

人々である点です。 

 

 この考え方の源流と呼ばれるロン・メイス氏は、

ユニバーサルデザインは次の七つの原則によって構

成されると提唱しています（Slide 6）。タイトルだけ

読み上げると、①利用の公平性、②利用するときの

柔軟性、③単純で直感的な使用法、④分かりやすい

情報、⑤誤りに対する寛容性、⑥身体的負担の軽減、

⑦使いやすい大きさと十分な使用空間です。 

 

 これは非常に素晴らしい考え方だと思うのですが、

建築設計の立場からすると大変だと思わざるを得ま

せん。プロダクトのデザインであれば実現すること

はできるかもしれませんが、原則的に誰もが一つの

空間をシェアする前提の建築空間では、実現は非常

に難しいと考えています（Slide 7）。 

 

 具体例をお示しします。Slide 8は中部国際空港（セ

ントレア）で起きたことです。写真は空港の「動く

歩道」の部分で、車椅子の人が「動く歩道」に乗る
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ときに、段差があると体が揺れてしまいます。それ

で、この段差を解消しようと、フラット・コム構造

といって、可動部分と床面の段差を極小にしました。

すると何が起きたかというと、ある全盲の方には「怖

い」場所になってしまいました。「どこが動いている

のか分からないので怖い」という意見が聞かれまし

た。 

 

 もう一つは分かりやすい事例で、通称「点字ブロ

ック」と呼ばれる視覚障害者誘導用ブロックがあり

ます（Slide 9）。視覚障害のある方にとって非常に有

効な手段ではあるのですが、車椅子ユーザーや大き

な荷物を持った方にはバリアになってしまうことは

よく知られています。 

 

 建築というのは、良くも悪くもその場所に唯一の

存在です。そのため、その状況で利用が予想される

ユーザーを丁寧に洗い出し、それぞれの困りごとを

把握することがまず必要になります（Slide 10）。その

上で、どのようにそれらを解決するかというと、今

のようないろいろな利害の対立（コンフリクト）を

生まないためには、大げさになり過ぎないこと、他

の利用者の困りごとにならないことが重要です。で

すから、建築空間でユニバーサルデザインを考える

際には、デザインの手法として要素を付け足すだけ

ではなく、無駄な要素をなるべく取り除くことも同

時に考えることが重要だと考えています。 

 

2.障害学生と大学環境の状況 

 今回のシンポジウムは大学で行っていますので、

特に大学環境ではユニバーサルデザインがどういう

位置付けなのかというのを考えてみたいと思います。

日本学生支援機構の調査によると、2018年度に全国

の大学等（短大や高等専門学校を含む）に在籍する、

障害のある学生は 3万 3812人です（Slide 11）。 
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 大学だけを抜き出したグラフが Slide 12です。あま

り変わりません。2018年度に大学に在籍していた障

害のある学生は 3万 190人で、大学生全体は 300万

人ですから、そのうちのちょうど 1％に当たります。 

  

 このグラフはちょっと不自然だと思うかもしれま

せんが、これは集計の際のカテゴリーの変化が反映

されています。今まで「その他の障害」に「精神障

害」が含まれていたのですが、2015年以降、「精神障

害」のカテゴリーを新たに作り、そこに丁寧な説明

を付けました（Slide 13）。すると、今まで「その他」

に入っていたり、カウントされていなかったりした

人たちが、カウントされて見えるようになったわけ

です。実際に数が増えたわけではなく、恐らく 2015

年以降で明らかになった人たちは、従来から存在し

たのだと思います。 

  

 

 いずれにせよ、全体としては、障害を持っている

大学生は全体の 1％しかいない状況です。それでも、

このグラフがどこまで信用できるかという問題はあ

りますが、その割合は徐々に増えているのが日本の

現状だと思います。 

 そうした大学環境について、法制度ではどう考え

られているかを紹介します。まず、法律はどのよう

に生まれてきたか。建築環境のバリアフリー化に関

する最初の制度は、1983年に定められた公共交通の

ターミナルに関するガイドラインでした（Slide 14）。

それから 10 年後の 1994 年に、建築物のバリアフリ

ーについて定めた「ハートビル法」ができました

（Slide 15）。その 6年後の 2000年には、1983年のガ

イドラインをより進化させる形で「交通バリアフリ

ー法」という法律ができました。これは駅や列車、

バス、交通空間、道路などに関する法律です。つま

り、建物の法律とそれ以外の交通に関する法律が別

立てでできたのです。それが 2006年に「バリアフリ

ー法」という形で一つに統合され、現在に至ります

（Slide 16）。現在、建物を造る場合、バリアフリー法

に基づいてアクセシビリティを確保しなければなら

ないことになっています。 
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 バリアフリー法では具体的になにが求められてい

るかというと、1番から 13番までいろいろなことに

対する基準が定められています（Slide 17）。数字が二

つあって、一つが移動等円滑化基準、もう一つが移

動等円滑化誘導基準です。移動等円滑化基準は、バ

リアフリー法が定めた、建物が必ず満たさなければ

ならない基準です。移動等円滑化誘導基準は、それ

よりさらに範囲を広げて、望ましい環境のための誘

導的な基準となっています（Slide 18）。 

 

 

 

 これを全ての建物に求めているかというと、そう

ではありません。基準には 2種類、満たさなければ

いけない基準とより望ましい基準がありますが、対

象の建物もそのような 2段構成になっています。一

つは、床面積の合計が 2000m2以上の建物で、不特定

多数または高齢者・障害者等が利用する特別特定建

築物です（Slide 19）。これに移動等円滑化基準の適合

が求められます。病院や老人ホームが含まれます。

もう一つは、特定建築物です（Slide 20）。単に不特定

多数の人が利用する建物で、先ほどの基準を満たす

義務はなく、努力が義務付けられています。 
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 大学は、特定建築物に当たります（Slide 21）。つま

り、移動等円滑化基準を満たす必要はなく、移動等

円滑化基準を満たすための努力のみが求められてい

るのです。国公立の大学であれば、かなりの確率で

移動等円滑化基準を満たすことになりますが、民間

の大学の場合、こうしてくださいとお願いするしか

ないというのが大学環境の置かれている状況といえ 

ます。 

 

 

3.大学での困難を解決する試み 

 次に、大学でどのような困難があって、それを東

大ではどう解決してきたかということを簡単に説明

します。まずは、東大駒場キャンパス、京王井の頭

線を降りてすぐ目の前にあるキャンパスについてで

す。この駒場キャンパスに全盲の職員が着任したた

め、正門から職場まで安心して移動できるようにす

るため、視覚障害者誘導用ブロックが敷設されまし

た。この経緯を説明します。 

 

 Slide 23に絵が三つあります。下側に大学の入り口

があって、そこから真正面に時計台の建物（1号館）

があります。そこまで点字ブロックをどう敷けばい

いかということを、施設課の職員が考えてくれた図

です。円形のロータリーに合わせて丸く敷くのか。

右側の道路まで直線で向かい、そこから 90度折れて
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敷くのか。あるいは、真っすぐ 1号館を目指すのか。

こういったことを考えるわけですが、結局、どれが

適切なのか誰にも分からないのです。 

 

 机上では分からないので、東大にいらっしゃった

視覚障害の当事者にお願いして検証しました。Slide 

24がそのときの写真です。まず実際に歩いていただ

いて、どういうふうに点字ブロックを敷けばいいか、

擬似的なタイル状の視覚障害者誘導用ブロックを敷

いていろいろ考える作業を行いました。 

 

 結局、まったく違うものになりました。Slide 25は、

施設課に提案した図面です。簡単にいうと、エリア

を分けるような点字ブロックの敷き方をしています。

当然これをたどって歩いていただいても結構なので

すが、通い慣れた所であれば、いちいちたどって歩

く必要はありません。エリアを移動するときに、要

所要所で点字ブロックを確認して歩けるような敷き

方をしました。結果、当該の職員の方には非常に便

利に使って頂くことができました。 

 

 今度は、車椅子学生に対応した事例を紹介します。

バリアフリー支援室という東大内にある組織が、当

事者と密なコミュニケーションしながら対応した施

設事例です。Slide 26は本郷の教室ですが、机と椅子

が固定されています。これでは車椅子の方が入るス

ペースはありません。これをどうするかということ

で、実際にこの教室を使う学生の要望を聞いてみま

した。トイレに行くときに荷物を床に置きたくない

ので、置く場所が欲しいという要望もありました。 

 

 それで、Slide27のような台を取り付けたり、トイ

レ周りのコントローラーの位置を検証して、リモコ

ンの置き場を考えたりしました。引き戸が重いと開

きませんから、教室を少ない力で引ける引き戸に変

更する改修も行いました。また、Slide 28は改修前の
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写真ですが、ここにある椅子を撤去して、車椅子の

方でも使えるような改修をしました。 

 

 これらの改修箇所は、必ずしも最適な環境ではな

かったと思います（Slide 29）。これは、やはり建物の

場合、最初に建物ができて、その後に利用者ニーズ

が明らかになるということがどうしても起こってし

まうからだと思うのです。初めから全ての利用者ニ

ーズを満たす建物はものすごく難しいです。そうし

た建物は多大なコストをもたらすという問題もあり

ます。そうすると今度は建物が建たないことになっ

てしまうことすらあるわけです。それをどう調整し

ていくかということが設計者に求められる力量だと

思います。その建物が置かれた文脈、どういう人が

使うのか、どういうタイミングで使うのかというこ

とに対して、求められるニーズをある程度把握して

おくことが必要になると思います。 

 

 

4.まとめ 

 建築環境でユニバーサルデザインを追求するのは、

現実的には難しい面が多々あります（Slide30）。建築

で全ての利用者を想定することは、ともすれば多大

な機能の要求になり、コスト的にも過大になってし

まう可能性があるからです。一方で、ある程度妥当

な性能をあらかじめ把握し、備えておくことは建設

後の改修の必要性を少なくし、改修を容易にします。

そのバランスをどう担保するかを考えなければなら

ないと思っています。 
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３．大学での困難を解決する試み

・これらの取り組みは、必ずしも「最適な」環境を保障する

ものでは、残念ながらありません。それは、建築のユニ

バーサルデザインの追求が、多くの場合先に建物があり、

その後利用者のニーズが明らかになることが多い、とい

う事情によっています。

・建築で、始めから「すべての」利用者のニーズを満たすこ

とは、極めて難しいと言わざるを得ません。それは、多

大なコストの増大を意味しますし、また現実的に想定は

不可能です。

・ただし、その建物が置かれた文脈に応じて、求められる

ニーズをある程度把握することも、可能だと思います。

Slide 30 

 

４．まとめ

・建築環境で「ユニバーサルデザイン」を追求することは、

現実的には難しい面が多々存在します。

・建築で「すべて」の利用者を想定するということは、とも

すれば多大な機能の要求となり、それはコスト的に過大

なものとなってしまう可能性があるからです。

・他方で、ある程度「妥当な」性能をあらかじめ把握し、備

えておくことは、建設後の改修の必要性を少なくし、ま

たその後の改修を容易にすることにもつながります。

・そのバランスをどのように担保するか、今後早急に検討が

求められていると考えます。


